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労働衛生管理の基本
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日本の健診（検診）制度の概要

○医療保険者や事業主は、高齢者の医療の確保に関する法律、労働安全衛生法等の個別法に基づく健康診査（健康診断）を実施。

○市町村は、健康増進法に基づき、特定健診の対象とならない者の健康診査を実施。

○市町村は、健康増進法に基づき、一定年齢の住民を対象としてがん検診などの各種検診を実施。（医療保険者や事業主は任意に実施）

被保険者・被扶養者 うち労働者 その他

～
39

歳

 （健康保険法、国民健康保険法等）

【対象者】被保険者・被扶養者
【実施主体】保険者＜努力義務＞

【対象者】常時使用する労働者※労働者にも受診義務あり

【実施主体】事業者 ＜義務＞

※一定の有害な業務に従事する労働者には特殊健康診断

を実施

【対象者】住民 
（生活保護受給者等を含む）

【実施主体】市町村＜努力義務＞

【種類】

・歯周疾患検診

・骨粗鬆症検診

・肝炎ウイルス検診

・がん検診

（胃がん検診、子宮頸がん検診、肺がん

検診、乳がん検診、大腸がん検診）

・高齢者医療確保法に基づく特定健診の

非対象者に対する健康診査・保健指導
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～
74

歳

【対象者】加入者

【実施主体】保険者＜義務＞

※労働安全衛生法に基づく事業者健診を受けるべき者
については、事業者健診の受診を優先する。事業者
健診の項目は、特定健診の項目を含んでおり、労働
安全衛生法に基づく事業者健診の結果を、特定健診
の結果として利用可能。

75

歳
～

【対象者】 被保険者
【実施主体】後期高齢者医療広域連合

＜努力義務＞

特定健診

医療保険各法

高齢者医療確保法

高齢者医療確保法

健康増進法労働安全衛生法

（
乳
幼
児
等
）

妊
娠
～
出
産
後
１
年
・

小
学
校
就
学
前

【対象者】１歳６か月児、３歳児
【実施主体】市町村＜義務＞
※その他の乳幼児及び妊産婦に対しては、市町村が、必要に応じ、健康診査を実施又は健康診査を受けることを勧奨

児
童
生
徒
等

【対象者】在学中の幼児、児童、生徒又は学生 ※就学時の健康診断については小学校入学前の者

【実施主体】学校（幼稚園から大学まで）＜義務＞

母子保健法

学校保健安全法

※上記以外に、歯周疾患検診、骨粗鬆症検診、肝炎ウイルス検診、がん検診について、保険者や事業主が任意で実施や助成を行っている。

全体像
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事業場における労働者の健康保持増進について

労働安全衛生法

第69条 事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の

保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるよう努めなければな

らない。

第70条の２ 厚生労働大臣は、第六十九条第一項の事業者が講ずべき健康の保持

増進のための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公

表するものとする。

事業場における労働者の健康保持増進のための指針
（昭和63年9月1日策定 （最終改正 令和５年３月31日））
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①健康保持増

進方針の表明

②推進体制の

確立
③課題の把握

④健康保持増

進目標の設定

⑤健康保持増

進措置の決定

⑥健康保持増

進計画の作成

⑦健康保持増

進計画の実施

⑧実施結果の

評価

事業場における取組の流れ

⚫ 労働安全衛生法第70条の２に基づき、同法第69条第１項で定める事業者が構ずるよう努めるべき労働者の健康の
保持増進のための措置（健康保持増進措置）が適切かつ有効に実施されるため、生活習慣病やメンタルヘルス、
身体機能の維持向上を念頭に置いて、当該措置の原則的な実施方法について定めたもの。

【参考】労働安全衛生法（抄）

(健康教育等)

第六十九条 事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努

めなければならない。

(健康の保持増進のための指針の公表等)

第七十条の二 厚生労働大臣は、第六十九条第一項の事業者が講ずべき健康の保持増進のための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な

指針を公表するものとする。

２ 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。

「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」（「 THP指針」）概要

趣 旨

➢ 労働者の健康状態の把握
健康診断、健康測定※

※健康指導を行うために実施される調査・測定。身体機能セルフチェック、フレイルチェック、ロコモ度テストなど

➢ 健康指導の実施
メンタルヘルスケア、栄養指導、口腔保健指導、睡眠、喫煙、飲酒等に関する保健指導 など

具体的な実施内容

※Total Health Promotion指針 策定：昭和63年9月1日 最終改正：令和５年3月31日



労働者の健康管理に関する最近の動向
（女性特有の健康課題に関する取組、歯科に関する取組）
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今後の労働安全衛生対策について（報告）令和７年１月17日労審発第1650等（抜粋）

６ 一般健康診断の検査項目等の検討

（１）女性特有の健康課題への対応

月経随伴症状や更年期障害等の女性特有の健康課題について、一般健康診断の機会を活用し、女性労働者本人への気づきを促し、必要な場合には産

婦人科医等女性特有の健康課題に係る診療を専門とする医師への早期受診の勧奨や女性特有の健康課題に対する配慮について申し出を行いやすい職場

づくりにもつながるよう、厚生労働省が示している標準的な問診票である一般健康診断問診票に女性特有の健康課題に係る質問を追加することが適当

である。

また、女性特有の健康課題があると回答した労働者に対して、健診機関が必要に応じて、女性特有の健康課題に関する情報提供や専門医への早期受

診を促すことが適当である。

その際、質問に対する労働者の回答は、健診機関から事業者に提供しないこととするが、女性特有の健康課題を抱える個々の労働者と事業者をつな

ぐ観点から、労働者が女性特有の健康課題で職場において困っている場合、専門医の早期受診を勧奨すること、その上で、専門医の診断書を持って事

業者に相談することは可能であること（既に、専門医の診断を受けている場合も同様に可能であること）など、望ましい対応を健診機関向けマニュア

ルに示すことが適当である。

また、労働者自らが事業者に女性特有の健康課題に関する相談を行うことは現時点であっても可能であるとともに、その場合には、専門医による診

断書等を示すことが望ましいことなどを事業者向けガイドラインにおいて示すことが適当である。

男性の更年期障害については、更なる医学的知見の集積を踏まえ、必要に応じて検討していくことが適当である。

（２）一般健診の法定健診項目について

歯科に関する項目を法定健診項目に追加することに関しては、業務起因性又は業務増悪性、就業上の措置等のエビデンスが乏しいことを踏まえると、困難で

ある。

一方で、労働者の口腔の健康の保持・増進は重要である。現在、「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」（昭和63年健康保持増進のための

指針公示第１号）に「歯と口の健康づくりに向けた口腔保健指導」が盛り込まれているが、現状では十分に実施されているとは言えないことから、今後、好事

例を展開する等普及啓発を強化することにより、歯科受診に繋げる方策を検討することが適当である。また、職場の健康診断実施強化月間、全国労働衛生週間

の周知等の機会を捉えて、周知を強化することが適当である。



女性特有の健康課題に関する取組
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一般健康診断問診票により、女性特有の健康課題（月経困難症、月経前症候群、更年期障害等）のため職場で困っている

と意思表示があった労働者について、専門医への受診勧奨等、健診機関における望ましい対応を示したもの。

＜主な内容＞ ✓ 問診票の回答者への情報提供、専門医への早期受診勧奨（受診者向けリーフレット例）

✓ 個人情報に配慮した実施環境の確保

✓ 女性特有の健康課題別基本情報

✓ その他参考情報（支援機関、支援サイト）

健診機関向けマニュアル

女性特有の健康課題で困っている労働者からの相談への対応や健康課題に配慮した職場環境づくりに関し、事業場におけ

る望ましい対応を示したもの。

＜主な内容＞ ✓ 衛生委員会等による労使の十分な話し合い

✓ 相談体制や支援制度（休暇制度、勤務制度）の整備

✓ 職場環境の改善

✓ 女性特有の健康課題別基本情報

✓ その他参考情報（支援機関、支援制度）

事業者向けマニュアル



労働者の口腔の健康の保持・増進に関する取組
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「一般健康診断問診票を活用した歯科受診勧奨について（協力依頼）（令和７年７月１日基安労発0701第１号）にて、関係団体宛に、一般

健康診断問診票中の特定健康診査の「標準的な質問票」の歯科項目を活用した労働者の口腔の健康の保持・増進に向けた口腔保健指導のより

一層の推進への協力を依頼。

一般健康診断問診票※

＜質問21＞

食事をかんで食べる時の状態はどれ

にあてはまりますか。

①何でもかんで食べることができる

②歯や歯ぐき、かみあわせなど気に

なる部分があり、かみにくいことが

ある

③ほとんどかめない

※「定期健康診断等及び特定健康診査等の実施

に係る事業者と保険者の連携・協力事項につい

て」の一部改正について（令和５年７月31日基

発0731第１号、保発0731第４号）において、労

働安全衛生法に基づく定期健康診断等と高齢者

の医療の確保に関する法律に基づく特定健康診

査の検査項目を同時に実施する場合に用いるよ

う示している標準的な問診票



転倒防止、骨粗鬆症検診の受診勧奨に関する取組
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労働安全衛生行政の実施体制

厚生労働省（安全衛生部）

都道府県労働局

（独）労働者健康安全機構

労働基準監督署

労働安全衛生法令の企画・立案や、
産業保健活動の推進などを行って
いる。

労働安全衛生法令に基づく指導計
画の策定や、産業保健制度の運用
などを行っている。

労働安全衛生法令に基づき、事業
場に対して、指導・周知などを行っ
ている。

産業保健総合支援センター

地域産業保健センター

労働者数50人未満の産業医の選任義務の
ない小規模事業場の事業者や労働者を対
象として、労働安全衛生法で定められた保
健指導などの産業保健サービスを提供して
いる。

都道府県毎に設置。産業保健活動に携わ
る産業医、産業看護職、衛生管理者をはじ
め、事業主、人事労務担当者などに対して、
産業保健研修や専門的な相談への対応な
どの支援を行っている。

産業保健活動の支援、勤労者医療の推進、
労働安全衛生分野の調査・研究、福祉事
業を行っている。

（47か所）

（約350か所）

（47か所）

（325か所）

（国）

（国）

（国）
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都道府県労働局、労働基準監督署における周知啓発

都道府県労働局、労働基準監督署における周知啓発機会の一例

主に個別の事業場への指導

⚫集団指導

⚫個別指導

⚫計画届の審査・実地調査

⚫自主点検

など

主に都道府県内の労働行政関係団体（及び団体加盟参

加企業）への周知啓発

⚫産業保健総合支援センターとの連携・調整

⚫災防団体との連携・調整

・都道府県所在の労働基準協会

・建災防都道府県支部

・陸災防都道府県支部

・林災防都道府県支部

・港湾災防都道府県支部 など

⚫各種協議会等

⚫県庁、土木事務所等との調整

など

労働基準監督署労働局
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産業保健活動総合支援事業

12

健康診断結果についての
医師からの意見聴取

高ストレス者、長時間労働者
に対する医師の面接指導

保健指導等

〇 労働者数50人未満の小規模事業場の事業者や労働者を対象として、登録産業医等による
 産業保健サービスを無料で提供。

地域産業保健センター （地産保）

全国350か所（概ね
監督署単位）に設置

※郡市区医師会と連
携して運営

産業保健総合支援センター （産保センター）

47都道府県に設置

など

産業保健関係者の
専門的研修

事業場への
個別訪問支援

事業者・労働者の
啓発セミナー

〇 事業場の産業保健関係者（産業医、保健師、看護師、衛生管理者等）や事業者等を対象に、
 専門的な研修、相談対応等、メンタルヘルス対策をはじめとした産業保健活動を支援。

など
産業保健関係者の
専門的相談対応

労働者健康安全機構

〇 産保センター及び地産保の支援・指導 〇 団体経由産業保健活動推進助成金 など

・補助事業として、独立行政法人労働者健康安全機構において運営

個別訪問による
産業保健指導

（地域・職域連携推進協議会を通じた望ましい連携）
○ 医療機関、自治体、保健所等に、産業保健に係る分野の支援の相談があった場合→産保センターを介して地産保につなぐ
○ 産保センターや地産保に一般住民からの健康課題などの相談があった場合→ 自治体等の担当機関につなぐ



都道府県労働局、労働基準監督署における周知啓発（全国労働衛生週間）
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全国労働衛生週間は、労働者の健康管理や職場環境の改善など、労働衛生に関する国民の意識を高め、職場での自主的な活動を促して

労働者の健康を確保することなどを目的に、昭和25年から毎年実施しており、今年で76回目になります。毎年９月１日から30日までを準

備期間、10月１日から７日までを本週間とし、この間、各職場で職場巡視やスローガン掲示、労働衛生に関する講習会・見学会の開催な

ど、さまざまな取り組みを展開します。



都道府県労働局、労働基準監督署における周知啓発
（職場の健康診断実施強化月間）
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厚生労働省では、労働安全衛生法に基づく一般定期健康診断の実施、その結果についての医師の意見聴取及びその意見を踏まえた就業上

の措置の実施について、事業者の皆様に改めて徹底していただくことを促すため、毎年９月を「職場の健康診断実施強化月間」と位置付け、

集中的・重点的に啓発を行っています。



「職場の健康診断実施強化月間」における周知啓発
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事業場における産業保健の推進を図るため、重点事項の指導等と併せて、以下の

取組についても周知・啓発を行うこと。

⚫ 「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」に基づく取組の推進

・地域資源の活用については、「地域・職域連携推進ガイドライン」（平成17

年３月策定、令和元年９月改訂）に基づく取組

⚫ 職場におけるがん検診の推進

・健康診断実施時に、事業者や健康診断実施機関等から、がん検診の受診勧奨

・特に、女性従業員に対し、乳がん検診・子宮頸がん検診や婦人科等の定期受

診促進について、リーフレットを活用した周知

⚫ 女性の健康課題に関する理解の促進

・リーフレットを活用した、産業保健総合支援センターにおける人事労務担

当者・産業保健スタッフ向けの女性の健康課題に関する専門的研修及び女性

の健康課題に関する相談窓口の周知

・ 企業や働く女性向けに健康管理に関する情報を提供している「働く女性の

心とからだの応援サイト」や「女性の健康推進室ヘルスケアラボ」の活用

・転倒災害防止に向けたリーフレットを活用した骨粗鬆症検診の受診勧奨

⚫ 口腔の健康の保持増進

・令和７年７月１日付け基安労発 0701 第１号「一般健康診断問診票を活用し

た歯科受診勧奨について（協力依頼）」中の歯科早期受診勧奨リーフレット

を活用した歯科受診勧奨

都道府県労働局・労働基準監督署と

自治体、保険者の取組との連携例

労働安全衛生法令に基づく健康診断以外の

産業保健に関する取組の周知・啓発（抜粋）

労働局、労働基準監督署：

地域・職域連携推進協議会による取組（事業所調査、出前講

座等）の事業所への働きかけ担当

労働局：災防団体等を通じ事業者に自治体のがん検診（日

程・申し込み方法等）を周知

労働基準監督署：集団指導等において事業者に自治体のがん

検診（日程・申し込み方法等）を周知

労働局：災防団体等を通じ事業者に自治体の骨粗鬆症検診

（日程・申し込み方法等）を周知

労働基準監督署：集団指導等において事業者に自治体の骨粗

鬆症検診（日程・申し込み方法等）を周知

労働局：災防団体等を通じ事業者に自治体の歯周疾患検診

（日程・申し込み方法等）を周知

労働基準監督署：集団指導等において事業者に自治体の刺繍

疾患検診（日程・申し込み方法等）を周知

労働局、労働基準監督署：

事業者に自治体・保検者における女性の健康に関するセミ

ナー・相談窓口案内等を周知
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